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原告ら訴訟代理人　弁護士　斉藤　驍　外
追加的請求の補論および景観法に象徴されるみどりの実定法秩序

第１

１　憲法第２９条は、私有財産について以下のとおり定めている。「財産権は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める」。すなわち、私有財産は公共の福祉に適合する限度で保障されるもので、生命や表現の自由のようなアプリオリな基本的人権とは異なることはワイマール憲法以来の社会国家の基本的規範であり、アメリカではこれを『ダブルスタンダード＝二重の基準』としていることは、法をわきまえる者の常識である。環境権と言うにせよ言わないにせよ、人間の尊厳と生存に係わる環境を求める人格権が（アプリオリな）基本的人権であることは指摘するまでもない。

公共の福祉は、社会的存在である人間が歴史的、社会的、文化的に形成してきたものであることは多言を要しない。持続可能な社会を求められている現在において、公共の福祉を代表するものが環境であり、その根幹に位置するものが緑であり、これと有機的につながる文化である。いうまでもなく、この緑と文化は都市において喫緊に求められている。

緑と文化の意義と法的位置づけが本件において最も重要なテーマである。羽沢ガーデンの建物と庭、杜は一体のものとして作られ、約１世紀にわたりその景観が人々に慈しまれ、近年は希少な緑地として、都心の緑の要衝のひとつとなってきたのである。まさに羽沢ガーデンは、建物と緑が一体として景観となり、年輪を経ることによって紛れもない文化として存在するに至っている。建物等と一体となり、「山紫水明」を創り出すところにこそ、都市の緑の特長がある。そしてこのような緑こそ、今、文化財保護法等の文化法令、都市計画法を含む広義の環境実定法令が求めているのである。

これを何人も否定できない程明確に示すものが平成１６年６月の景観法の成立であり、関係法令の改正である。すなわち、同年同月、都市公園法（昭和３１年４月２０日公布）が法律１０９号として改正強化され、法律１１０号として景観法、同１１１号として都市緑地法（都市緑地保全法、昭和４８年９月１日公布）、同番号で都市の風致を維持するための樹木の保存に関する法律（昭和３７年５月１８日公布）等が改正公布された。地球温暖化、ヒートアイランドを背景とした都市の緑の喫緊の必要性からなされたものであることはいうまでもない。この法的意義については、第２で詳論する。

「緑に関する法令を単なる自然保護の視点から解釈することは許されなくなっている」由縁の実定法上の根拠は、今述べた都市の緑に関連する法令の改正と景観法の成立である。渋谷区のみどりの確保に関する条例は、上記都市の美観、風致を維持するための樹木の保護に関する法律に直接の根拠を置くものである。これもほぼ相前後して、「樹木、樹林を有する者はみだりにこれを伐採してはならない」（第６条）と樹木等の所有者の財産権を一般的に制限するに至り、樹木等の指定に同意した者は「やむを得ない事由がある場合」（第１２条）を除いて指定解除をうけられないとして、さらに強い制約を課している。このように景観法の制定は、環境と地方分権の原理から、条例の位置と意義を見直すこと等、新しい都市の緑と文化の実定法上の条理の存在を広く確認せしめたのであるから、その意義は極めて大きく、これをふまえて都市の緑と文化のあり方を考えなければならないのである。

２　ところが、被告らは、平成１６年６月の景観法制定直後であるにもかかわらず、否、むしろそれ故に、翌平成１７年初頭に三菱地所株式会社（以下「三菱地所」という）と談合し、本件の違法な開発を強行するには樹齢１００年に及ぶ有数の大木を含む羽沢ガーデンの４３８０㎡に及ぶ樹林の伐採が必要であるところ、渋谷区の前記みどりの確保に関する条例により、その指定解除はやむを得ない場合に限定されているため、この規制を潜脱しようと目論み、１１月１１日、樹林はそもそも株式会社日山（以下「日山」という）の所有するものであることを充分知りながら、あたかも建物のテナントにすぎない（株）羽沢ガーデンが新たに日山に対し、羽澤ガーデンの土地の所有権を譲渡したかのように上記条例所定の「所有権の移転がある」として保存樹林指定台帳に虚偽の記載をしたうえ指定解除をするという手の込んだ猿芝居を演じたのである。

甲２２号証の１は、指定台帳にこのような虚偽をあえて記載して指定解除に及んだことを明白に示す文書の写しであり、原告らが情報公開請求のうえようやく入手したものである。保存樹木等指定台帳という公文書にまで虚偽の記載をするという犯罪にまで及んで演じた彼らの猿芝居を生々しく描出している。

繰り返すまでもなく、平成１６年から平成１７年にかけては景観法の成立等により都市の緑と文化に対する規制と世論が格段に厳しくなった時期である。日本を代表する不動産会社のひとつである三菱地所は、被告らとともにこのことを十二分に承知していた。従って、このような虚偽を今のうちに演じなければ、都市の大開発ができないと考えて、あえてこの挙に及んだのであり、この態様はたんなる法令違反では済まされない犯罪的な職権濫用というべきものである。かかる指定解除は違法であるばかりでなく、その瑕疵が明白かつ重大であり、無効なものである。

　　従って、被告らのかかるやり方によって一部開始され、放置すれば、全面的に始まろうとしている本件建物の解体、樹木の伐採は到底許されない。

第２

１(1) 我々は、羽澤ガーデンの都市の「山紫水明」、緑と文化の意義を冒頭から論じてきた。もとより、一般的文化論、文明論としてではなく、位置付けを明確にした緑と文化の実定法秩序という法律論として論じてきた。

しかし、被告らは一般に広く認められてきた羽澤ガーデンの緑と文化そのものに係わる事実に基づく答弁を回避し、専ら形式論で自ら着手している違法な行為を正当化しようとしている。そこで、争点を分かり易くするために、緑と文化、その要ともいうべき風致とはいかなるものなのかを裁判実務の先例をひいて明らかにする必要があるだろう。

(2) 文化や風致のリーディングケースは、時間をかなり遡るが、日光太郎杉判決（東京高等裁判所昭和４８年７月１３日判決・行裁例集２４巻６＝７号５３３頁）であることに異議を差し挟む者がいるであろうか。

　

「風致・景観は、国民にとっての貴重な文化的財産として・・・現状の保護・保全が図らるべきことは当然である。しかも、本件土地付近は・・・加えて、前述のような宗教的・歴史的・学術的価値をも同時に併有しており、それだけに、かけがいのない高度の文化価値を有し・・・このような文化的価値は、長い自然的、時間的推移を経て初めて作り出されるものであり・・・二度と元に復することは事実上不可能であることにかんがみれば、本件土地の所有権こそ被控訴人の私有に属するとはいえ、その景観的・風致的・宗教的・歴史的諸価値は、国民が等しく共有すべき文化的財産として、将来にわたり、長くその維持、保存が図らるべきものと解するのが相当である。・・・かけがいのない景観、風致、文化的諸価値ないし環境の保全の要請は、国民が健康で文化的な生活を営む条件にかかわるものとして、行政の上においても、最大限度に尊重さるべきものであるからである。」

　　　この判決は、行政裁量の判断過程統制のリーディングケースとして著名であるが、のみならず、裁判所がなすべき憲法との係わりにおいて、法解釈の理念としてもリーディングケースであり、本件の扇の要ともいうべき景観法の議論においても、この旨指摘されている（ジュリスト２００６年６月１５日１３１４号・特集『景観法とまちづくり』日置雅晴ほか）。

(3) さらに、風致の概念について、その広さと深さを指摘する東京高等裁判所の判決は当時も注目されたが、今ではなおさら学ぶべきものがあるとされている風致と文化に関するリーディングケースである。

　　「控訴人らは、本件山林を含むその付近の土地が本公園の第三種特別地域として指定された趣旨、目的は本公園の自然景観に対する眺望を維持するためだけであるかのごとく主張している。しかしながら、法１７条による特別地域の指定は、自然公園の風致を維持するためになされるものであるところ、その風致の中には、自然景観、眺望等、人の視覚に関するもののほかに、山林の静かさ、小川のせせらぎ、野鳥のさえずり等、人の聴覚に関するもの、あるいは、自然の大気、野生の動植物その他の自然物や自然現象によってもたらされる精神的安らぎ、爽快感、楽しさ等人の五感を通じて感得されるものなど、自然公園の存在ないし利用によって享受されうる諸々の雰囲気や情趣が含まれるものと解すべき」（東京高等裁判所昭和６３年４月２０日判決・高判集第４１巻１号１４Ｋ頁）
　　　国定公園の風致についての判断であるが、この風致概念は普遍的なものとして述べられており、本件の風致（緑と文化）にも充分適用できるものであるばかりでなく、判例・学説からも広く支持されているもので、上記日光太郎杉判決ほど著名ではないが、本件のリーディングケースたるに相応しいものである。

　　　このことは、土地所有権の合憲的限界と権利濫用の論述のなかで、さらに明らかになるであろう。

２　土地所有権の合憲的限界と権利濫用

　　本訴提起以来、羽澤ガーデンに対する日山の財産権は、羽澤ガーデンの緑と文化の実定法秩序に占める意義（広尾地域のランドマークであること等）からして、国民共通の資産としての社会性、公共性を有しており、営利のために「自由」に処分できるものではないことを、憲法第２９条、またダブルスタンダードの原則等から論じてきた。

現在、被告らは我々の主張に対し実質的な認否も反論もしていない。空疎な形式論があるにすぎない。しかしこれで済むはずがないから、間もなく本件羽澤ガーデンの保全を求める原告ら周辺住民の請求は、「財産権」に対する不当な容喙であるかの如き主張を繰り返すことになるだろう。したがって、かかる主張がいかに不条理かつ非常識なものであるかをあらかじめ論じておく必要がある。

　(1) 憲法第２９条第２項は、財産権一般について「財産権は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」としている。憲法第２１条（表現の自由）等の自由権的基本権、同２７条・２８条等の労働基本権等の社会的基本権（これらを総括して基本的人権ということはいうまでもない）の条文には、かかる制約が規定されていないことにまず注意する必要がある。

(2) 歴史的、社会的要因をおいても、財産権については「公共の福祉との適合」と「法律で定める」という二重の絞りがかけられている。このことこそ、我が国が財産権を絶対とする１９世紀的自由国家と異なるワイマール憲法、ニューディール等を経て確立された社会国家であることを示すものであり、一頃までは学生でもわきまえていた常識である。したがって、我が国においては、財産権は二重の意味で相対的なものであり、その権利行使は法定されたものであっても、公共の福祉（環境と風致、緑と文化が今日の最たるものであることは過言を要しない）と適合する「内在的制約」があるものとして、公法的規制が公共の福祉に適うものである限り、その規制を受け容れ、受忍すべきものとされてきたのである。

これは財産権一般についての話であるが、土地建物、とりわけ土地は社会的共同生活の基盤をなす「公器」として憲法上、制度上、裁判実務上位置付けられ、その公共性が強く求められてきた。土地、建物、樹林等（以下「土地等」という）は、環境・公害問題が深刻化し地球規模に及ぶことが明らかになり、先述したとおり緑と文化の意義が改めて問い直されるようになってからは、「環境形成物」（芝池義一京都大学大学院教授）と言われるようになり、後述するとおり、景観法（本件では特にこれらに基づく東京の自然の保護と回復に関する条例、渋谷区みどりの確保に関する条例）等の法と条例が有機的に統一され、時には条例が先行するような緑と文化の実定法秩序の規制の下に置かれるようになったのである。このような土地等の公的性格は、憲法制定以来今日に至るまで、裁判官等法律実務家、研究者の間の常識といってよい定説である。

(3) 土地所有権の本体とされる使用・収益・処分の合憲的本質は、先に引用した昭和６３年の東京高裁の判例が以下のとおり明確に指摘している。

「本件申請に係る本件山林内での岩石等の採取行為は、本件山林内の現地形を大幅に改変するおそれのないものとは到底認めがたいのみならず、その内容及び規模が異常に大きく、本公園の風致の維持に重大な影響を及ぼすおそれの強いものであって、社会一般の通念上、本公園の特別地域指定の趣旨に著しく反することが明らかな本件山林の使用、収益行為であったと判断せざるをえない。
　（略）

　そうすると、本件申請のような許可申請は、もともと法が予定していないものであって、許可申請の濫用というべきものであつたと解されるから、そのような申請に基づく本件不許可決定の結果・・・仮に何らかの損失を受けたとしても、その損失については何らその補償を要しないものと解するのが相当である。
　（略）

なお、付言するに、その所有者による土地の使用、収益、処分は原則として自由であるかのごとく一般に誤解されがちであるが、土地は本来社会的共同生活の基盤をなす公共的性格の強い財産であって、その存在する地域社会の特性に応じた内在的制約に服すべきものであり、その所有者といえども、その存在する地域社会の特性に則して制定された法令の制限内でのみこれを自由に使用、収益、処分することが許されるにすぎないのである（民法２０６条、２０７条参照。）。しかも、土地の所有権に内在する制約は、固定的なものではなくして、時代の変遷とともに変化するものであると解すべきところ、近時、国民の社会的共同生活の安定、向上を図る必要上、自然環境の保全、公害の防止、文化財の保護、健全な都市計画の策定、無秩序な土地開発や地価高騰の抑制等、諸々の公共的見地から、土地の使用、収益、処分に対する多種多様の規制が設定、強化されており、それに伴い、土地の所有権に内在する制約の範囲ないし程度もますます増大しているのである。」
いわゆるバブル経済期以来、市場原理主義なるものが横行し、土地所有権のこの当然の限界をわきまえない議論が生じている。まさにこの判決がいうところの「誤解」による俗論でしかない。本来の法律家のものでは全くないことを改めて指摘しておく。

以上の財産権制限に係る当然の認識からすれば、営利のためにかけがえのない文化と環境を破壊する本件建物解体・樹木伐採は財産権の濫用であることは明白であるというべきである。

３　景観法が確認し形成した法世界（緑と文化の実定法秩序）

　　我々は、平成１６年６月の景観法の成立が緑と文化の実定法秩序の画期であると本書面の第１において述べてきた。しかし、何故に画期であるかということについては、従前述べたものをさらに補論しなければ、景観法が確認し形成した法世界を正確に把握することは難しい。

(1) まず、基本的なことから始めよう。

　　景観法の成立によって改正変更された法律の範囲である。景観法を含む景観３法の制定がまずあげられる。すなわち、景観法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（以下「関係整備法」という）と都市緑地法（都市緑地保全法の一部改正）である。しかし、景観法及び関係整備法を解析するだけでも、その範囲は実に広い。景観法が第４８条乃至第５４条、第５７条乃至６０条の各関係各法の特例とするものだけで１１にのぼり、具体的には電話共同溝の整備等に関する特別措置法、道路法、河川法、都市公園法、海岸法、港湾法、漁港漁場整備法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法（順序同一）に及ぶ。さらに関係整備法によれば（条文省略）、都市計画法、建築基準法、屋外広告物法、都市開発資金の貸付に関する法律、幹線道路の整備に関する法律、集落地域整備法、鉱業等に係る土地利用の調整手続に関する法律、さらには自衛隊法、そして前述した都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律、都市再開発法、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、構造改革特別区域法の１３にのぼる。これだけで計２４法令となり、さらに関連する文化財保護法等文化に関する法律等を考えると、３０を超える。これらの改正に伴い変更される省令、あるいは後述するとおり地方分権の原則によりその地位が高まる地方公共団体の条例、規則等を考慮にいれると、その数だけでもおびただしいものになる。けだし、景観法秩序ともいわれる所以である。

(2) なお、景観法は、文化財保護法が文化の定義をしていないように、景観そのものについての定義をしていない。その理由は、少なくとも次の二つがあげられる。

第一に、景観や文化は歴史的社会的に形成、継承される動態であり、一義的に法で定義することは、その概念を硬直させ、大切なものを看過することになりかねないからである。景観や文化の規範は、社会通念や条理に従い生成、発展するところに、その普遍性がある。

第二に、景観はもとより文化のひとつであり、風致より広い概念とされているが、その境域は必ずしも明らかではなく、重なり合う部分が多い。したがって、景観を考えるときに建築物等の外観等の視覚で捉えるものだけを考えてはならない。本書１項で引用した昭和６３年の東京高裁判決が説示するとおり、景色を聴くという言葉があるように、景観の創り出す情趣、精神の安らぎ、楽しさ等、人の五感により感得されるもの全てに及ぶものと考えなければならないことを、本件の違法性と住民の被害の特質を把握するために、充分留意しなければならない。

(3) 今述べたとおり、景観法（以下「法」という）のすそ野は極めて広いから、色々な切り口から議論することができるし、平成１６年６月の法制定以来、法律専門誌はもとより都市計画学会等関係学会において、景観法の特集が組まれている。そこで一様に評価されていることは、第一に景観法に代表される緑と文化が「良好な景観は、美しく風格のある国土の形成とうるおいのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備保全が図られなければならないこと」（法第２条１項）が基本理念とされたこと、第二に、都市計画法、建築基準法はもとより、法はその関係する広い領域において景観保全の視点から土地利用等の財産権制限を中止命令等の是正措置、刑罰等の制裁を付して実現したこと、第三に、景観計画区域、景観地区の設置等、土地等所有者の財産権の具体的規制について、従前の地方公共団体の条例を尊重、発展させ、地方分権の原則により、景観行政団体（都道府県、政令指定都市等）及び市町村の条例等に対し包括的に権限を付与したことである。

　　これらをふまえなければ、本件における東京の自然の保護と回復に関する条例等の条例が、緑と文化の実定法秩序に果たす役割を正解することはできない。以下、学際的に展開されている法に関する代表的議論を引用する。これにより、法に象徴されるみどりの実定法秩序の内容はさらに明確なものとなるであろう。

「２００４年に制定された景観法は、それまでの自治体景観法政策の展開を十分に参考するとともにその限界も認識し、かつ、地方分権時代における国と自治体との役割分担にも配慮した、新しいタイプの法律である。どのような必要性から、景観法は構想・制定され、それはどのような特徴をもっているのだろうか。また、土地法理論・都市法理論の観点から、さらに、都市計画学や法社会学の立場からは、どのような評価が可能なのだろうか。増加傾向にあった景観紛争に対して、景観法は、どのようなインパクトを与え得るのだろうか。景観法の制定を受けて、自治体は、どのような考えの下にどのような取組を始めているのだろうか。法学的関心は、尽きない。

　２００６年６月で、景観法は、全面施行から１年を迎えた。制定・施行直後には、関係雑誌において多くの特集が組まれたが、当時は、情報不足もあって、それほど突っ込んだ検討ができたわけではなかった。政省令が制定され、幾つかの関係する裁判例や条例が出そろってきたこの時期は、景観法について、まとまった議論をするのに適しているように思う。

（略）

　地域づくり・まちづくりは、現在の自治体が抱える大きな政策課題である。もとより、景観法は万能薬ではなく・・・究極的には、都市計画法や建築基準法の抜本的改正が、必要であろう。そうした制約はあるけれども、自治的な地域づくり・まちづくりを進めるに当たって、景観法は、自治体に対して、大きな可能性を提示している。

（略）

　景観法を実施してゆくことが行政や市民に与える影響は・・・この法制度が用意した「器」にいかにして中身を充填してゆくか。制度の限界も同時に見極め、それをいかに補完してゆくか。景観法実施のプロセスで起こるに違いない「将来を見据えた議論」は、それぞれの自治体の自治に関する「基礎体力」をつけることに役立つであろう。」（ジュリスト（No.1314）2006.6.15号２～３頁「特集・景観法とまちづくり　景観法が拓く新たな法政策の地平――特集にあたって」北村喜宣上智大学教授）

「(1)「景観緑三法」の制定

わが国の都市計画法等は、都市居住における安全・衛生や利便性の確保を主たる目的としてきた反面、景観保護等のアメニティの保障を軽視してきた。このような従来の法制度の背景には、法の保護に値する景観というには文化財として第一級の価値を有する景観でなければならず、単に良好な景観や地域的特色を示す景観というだけでは法的保護に値しないという、重点保護主義的な考え方が潜んでいた。そのような景観保護のあり方にとって転機となる可能性を秘めるのが、景観法（２００４年法律第１１０号）である。

　景観法は、同時に成立した「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（法律第１１１号）及び「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」（法律第１０９号）を併せて、「景観緑三法」と呼ばれる。都市緑地保全法の一部改正は、その法律名を都市緑地法に改め、また許可制を中心とした緑地保全地区については、規定内容はほぼそのままの状態で特別緑地保全地区へ名称を変更するとともに、届出制を中心とした緩やかな制度として緑地保全地域を創設した。同時に新設された緑化地域や地区計画区域内における緑化率規制等とともに、緑地保全を通しての都市景観保護を促進することが期待できるが、本稿では、建築物や工作物の形態意匠の規制を通して景観保護を図ろうとする新法として、景観法を取り上げよう。

(2)景観法の仕組み

　　①「国民共通の資産」としての良好な景観

　　　景観法は、まず、「良好な景観」を「国民共通の資産」として捉える立場から、「現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう」その整備・保全を図る必要がある等の基本理念を表明している（２条）。フランスの都市計画法典や環境法典のように、国土、自然環境、景観、野生動植物等を「国民共通の資産」と宣言する法律は諸外国には例があるが、景観法運用のあり方に一般的指針を示す意味で、かかる基本理念表明の意義は大きい。

次に、景観法は様々な制度を導入したが、以下では特に、景観計画区域及び景観地区という二種類の区域・地区指定の仕組みについて検討しよう。

　　②景観計画と景観計画区域

　　　景観計画区域は景観法固有の制度であり、都市計画区域や準都市計画区域の内外における指定が可能である。「景観行政団体」すなわち、指定都市、中核市、それ以外の市町村の区域にあっては都道府県、及び、都道府県知事との協議に基づく同意を得た市町村（７条１項）が、景観計画を定めて指定した景観計画区域内の土地では、景観計画に、建築物又は工作物に対する「形態又は色彩その他の意匠」（以下「形態意匠」という）の制限、高さの最高又は最低限度の制限、壁面の位置制限、建築物の敷地面積に関する最低限度規制その他の「良好な景観の形成のための制限」を定めることが可能となる（８条３項２号）。そして、建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為その他の「良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある」条例所定の行為に対しては、３０日前の届出義務が課せられ、上記景観計画に定められた行為制限に適合しない場合は、変更勧告・協議要求・変更命令、違反建築物等に対する原状回復命令、代執行等、良好な景観形成のための一連の規制が及ぶこととなる（１６条～１８条）。

　　③景観地区と準景観地区

　　　他方、都市計画との関係では、従来の美観地区を廃止し、代わって景観地区を創設した（６１条１項）。景観地区については、景観行政団体に限らずすべての市町村が都市計画で定めることが可能である。景観地区に関する都市計画では、各用途地域に応じた容積率や建ぺい率等の制限とは別に、①建築物の形態意匠の制限を定める（６１条２項１号、６２条）とともに、必要に応じて②建築物の高さの最高又は最低限度、③壁面の位置の制限、④敷地面積の最低限度を定めることも可能とした（６１条２項２号～４号）。そして、②～④の行為制限については、建築確認や除却命令等の建築基準法上の一般的な規制手段により適合性確保が図られることになる（改正後の建築基準法６８条）が、①の形態意匠制限の実効性を確保するため、市町村長の認定、違反建築物に対する工事停止、是正措置の命令、代執行等を新設した（６３条以下）。他方、景観地区内における工作物の建設及び開発行為に対しても、独自の条例制定に基づく行為規制を可能とした（７２条、７３条）。

　　　なお、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のなかでも、「相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域」については、その景観保全のため、市町村が準景観地区を指定し、条例により、景観地区における建築物・工作物規制に準じた行為制限を行うことが可能となる（７４条・７５条）。都道府県知事との協議及びその同意を得るという制約が課せられてはいる（７４条４項）が、景観行政団体に該当しない一般市町村にとっても、都道府県と連携して、都市と農山漁村の境界域等を対象とした景観保全を図る際の有効な手段となり得るであろう。」（都市計画253号７～８頁「特集：展望　景観法――可能性と課題・景観法が切り開く新しい法の世界――『共同利益としての景観保護』という視点から」亘理格北海道大学教授）

　　「都市美の『発見』へ

　２００４年１２月に景観法が施行され、日本における景観行政は新しい段階を迎えた。建造物の形態や意匠に関して、財産権を制限することになるような規制も合法的に行われるようになったのである。これまでの行政指導によるお願い行政からすると格段の進展である。

　　　しかし、コントロールの道具立てが整ったからといって、それだけで喜ぶわけにはいかない。規制を実施するためにはその規制が「公共の福祉」のためであるといえなければならない。規制の公共性が問われるのである。そして景観規制の公共性は、何を以て都市美としてきたかというそれぞれの文化圏の長い歴史の中で形成されてきたものである。

　　　私たちが眺める風景は、風景そのもののうちに美が存在しているのではない。風景を眺める主体の側に感得すべき美を認識する規範が存在しているからこそ、ある風景を美しいと感じるのである。自然美ですら、ある時期までは存在しなかった。自然は畏怖すべき荒ぶる神の居所であるか、もしくは文明をもって開拓すべき未開の地を意味するだけだった。自然に美しさを感じる感性が形成されることによって初めて、自然美が「発見」されたのである。

　　　私たちはもう一度、都市美を都市美として看取する感性の現場に立ち戻る必要がある。ただし、そのことは安易な合意形成や参加型まちづくりを意味するものではない。参加型の都市づくり手法を否定するわけではないが、理念なき合意は野合に過ぎない。より一団高い水準での合意に到達するために、都市美の理念を探る必要がある。そこを通過して初めて、より一段高い水準の都市景観を私たちは獲得する資格を有することになるのだ。

　　　本書はこうした考え方に立って、欧米先進諸国において都市美の理念の源流にまで遡り、都市美の根拠がどのように議論され、いかにして所有権の絶対性を突き崩してまで美観規制が成立していったのかを明らかにすることを目指している。私たちはこうした歴史を謙虚に振り返り、日本における景観規制の根拠を明確かつ確実なものとするような努力を惜しんではならないのである。」（西村幸夫編・学芸出版社２００５年５月３０日発行「都市美」８～９頁「序説　都市美の思想史」より抜粋）

以上
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